
　　　　　　　軽自動車税（種別割）に関するQ＆A

・　Q1．軽自動車税（種別割）は、どのような人が課税になるのですか。
　　　A　軽自動車等（原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車）を4月1日現在所
　　　　　有(または使用)している方に対して課税されます（根拠法令：地方税法第443条・第463条16およ
　　　　　び今帰仁村税条例第80条・第83条）。※所有権留保付き売買の対象となった軽自動車等につい
　　　　　ては、買主が所有者とみなされます。
・　Q2．車検切れの軽自動車を所有していますが税金はかかりますか。
　　　A　軽自動車税（種別割）は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金です。車検切れ
　　　　　などで使用しない場合でも、永久抹消または一時抹消の手続きをしないと軽自動車税（種別割）
　　　　　は課税され続けます。
・　Q3．車検切れの軽自動車税（種別割）を止めるにはどのような手続きが必要ですか。
　　　A　車検切れで使用しない車に対する軽自動車等（種別割）の課税を止めるには、軽自動車協会で一
　　　　　時抹消登録や永久抹消登録の手続きをします。3月末までに手続きをすることをおすすめします。
　　　　　そうすることで、翌年度以降の軽自動車税（種別割）を納めなくてよくなります。
　　　　　自動車整備工場などで、下記手数料と別に有料で代行手続きを行うこともできます。永久抹消登
　　　　　録の場合、業者により車両の状態によっては買い取りができる場合があり、また、無料で代行手
　　　　　続きを行える場合もあります。
　　　　　一時抹消登録に必要な物は車検証、ナンバープレート（前・後各1枚）、手数料350円ほどです。
　　　　　再び使用する予定がある場合は一時抹消登録が適しています。一時抹消なら再登録をすると同じ
　　　　　車を使えるようになります。
　　　　　永久抹消登録に必要な物は車検証、ナンバープレート（前・後各1枚）、解体報告番号、手数料30
　　　　　0円ほどです。
　　　　　ただし、原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車
　　　　　両法に定められていないため、一時的に使用しないという理由での廃車手続きはできません(地
　　　　　方税法第443条・第463条16、今帰仁村税条例第80条・第83条、道路運送車両法第2条・第16条
　　　　　)。
・　Q4．5月に軽自動車の名義変更(廃車)手続きを行いましたが、納税通知書が送られてきました。
　　　　　軽自動車税（種別割）を納めなければならないでしょうか。
　　　A　　軽自動車税（種別割）は、4月1日現在で所有している方に課税されますので、今年度は納めて　
　　　　　　いただかなければなりません。4月2日以後に名義変更や廃車により軽自動車の所有者でなくな
　　　　　　った場合でも、4月1日現在所有している人に課税され、反対に4月2日以後に取得した人は、翌
　　　　　　年度から軽自動車税(種別割)を納めることになります。
・　Q5．8月に軽自動車の名義変更(廃車)手続きを行いましたが、納付した税金は月割計算をして
　　　　 戻ってくるのでしょうか。
　　　A　軽自動車税（種別割）は、普通自動車と異なり月割り課税制度はありませんので、年度の途中で
　　　　　名義変更・廃車されても税金は還付されません。
・  Q6．軽自動車の所有者が死亡した場合はどうしたらいいでしょうか。
　　　A　車両を引き続き使用する場合は名義変更手続きを、車両を使用しない場合は廃車手続きをして
　　　　　ください。
・　Q7．原付を持っています、自賠責保険に加入しないといけないですか。どこで加入できますか。
　 　 A　原動機付自転車を含めてすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険に加
　 　 　　入しなければ運転できません。
　　　　　自賠責保険に加入していない方が人身事故を起こしてしまうと、賠償金を全額自己負担しなけれ
　　　　　ばなりません。事故を起こさなくても、自賠責保険に加入せずに車両を運行した場合、1年以下の
　　　　　懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また、交通違反にもなり、違反点数6点が付され
　　　　　即座に免許停止処分となります。
　　　　　自賠責保険の加入手続きは役場ではできません。自賠責保険を取り扱う保険会社や金融機関、
　　　　　コンビニエンスストアなどで手続きをしてください。
・　Q8．前年よりも軽自動車税（種別割）の税額が高くなりました。なぜでしょうか。
　 　 A　 税制改正により、三輪及び四輪以上の軽自動車については、最初の新規検査から13年を経過し
　 　 　　 た車（電気自動車などを除く）に対して、税金が高くなる重課税率が平成28年度から順次適用さ
　 　 　　 れています。
・　Q9．原動機付自転車をインターネットオークション等で購入した場合、登録の手続きは何が必
　　　　 要ですか。
　 　 A　販売元が販売証明を発行できる場合は、販売証明書が必要です。なお、店舗を有しない個人の業
　 　 　　者から購入した場合は、古物商の免許の写しが別途必要です。そして、自賠責保険証明書が必
　 　 　　要です。


